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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体に記録を行う記録手段と、
　前記記録手段により記録の行われた媒体を排出する排出手段と、
　媒体排出方向に突出した第１の位置と、媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第
２の位置と、の間で変位可能に設けられた、前記排出手段により排出される媒体を受ける
媒体受けトレイと、
　前記媒体受けトレイを駆動する駆動手段と、
　少なくとも前記排出手段による媒体の排出動作が完了する迄は前記媒体受けトレイを前
記第１の位置に保持し、前記排出動作が完了した後に、前記媒体受けトレイを前記第１の
位置から前記第２の位置へ切り換える様に前記駆動手段を制御する制御手段と、
　前記媒体受けトレイが前記第１の位置から前記第２の位置に向かう方向に変位する際、
媒体の後端と係合して当該媒体の引き込みを規制する規制手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記媒体受けトレイに排出された媒体の後端が前記媒体受けトレイの
前記規制手段に当接した状態で、前記媒体受けトレイに排出された媒体の先端が前記媒体
受けトレイの先端から突出し、かつ、排出された媒体が落下しない位置に載置される様に
前記駆動手段を制御する、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　媒体に記録を行う記録手段と、
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　前記記録手段により記録の行われた媒体を排出する排出手段と、
　媒体排出方向に突出した第１の位置と、媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第
２の位置と、の間で変位可能に設けられた、前記排出手段により排出される媒体を受ける
媒体受けトレイと、
　前記媒体受けトレイを駆動する駆動手段と、
　少なくとも前記排出手段による媒体の排出動作が完了する迄は前記媒体受けトレイを前
記第１の位置に保持し、前記排出動作が完了した後に、前記媒体受けトレイを前記第１の
位置から前記第２の位置へ切り換える様に前記駆動手段を制御する制御手段と、
　前記媒体受けトレイが前記第１の位置から前記第２の位置に向かう方向に変位する際、
媒体の後端と係合して当該媒体の引き込みを規制する規制手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記媒体受けトレイに排出された媒体の後端が前記媒体受けトレイの
前記規制手段に当接した状態で、前記媒体受けトレイに排出された媒体の先端が前記媒体
受けトレイにおいて媒体を受ける媒体受け面から浮き、かつ、排出された媒体が落下しな
い位置に載置される様に前記駆動手段を制御する、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の記録装置において、
　前記媒体受けトレイにおいて媒体排出方向下流側の、媒体排出方向と交差する方向の両
サイドに、媒体を受ける媒体受け面から高さ方向に隆起する隆起状部が形成され、
　前記隆起状部には、媒体排出方向上流側に傾斜状案内面が形成され、
　前記制御手段は、前記媒体受けトレイに載置された媒体の先端が前記傾斜状案内面に乗
り上がる場合には、前記排出動作が完了した後、前記媒体受けトレイを前記第１の位置か
ら前記第２の位置へ切り換えることなく前記第１の位置に保持する、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の記録装置において、前記規制手段は、前記媒体受けトレイにおいて媒
体排出方向に沿って形成されるトレイ側リブと、
　前記媒体受けトレイが収容されるトレイ収容部において前記トレイ側リブが入り込む凹
溝と、を備えて構成される、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　媒体に記録を行う記録手段と、
　前記記録手段により記録の行われた媒体を排出する排出手段と、
　媒体排出方向に突出した第１の位置と、媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第
２の位置と、の間で変位可能に設けられた、前記排出手段により排出される媒体を受ける
媒体受けトレイと、
　前記媒体受けトレイを駆動する駆動手段と、
　前記駆動手段を制御する制御手段と、
　前記媒体受けトレイが前記第１の位置から前記第２の位置に向かう方向に変位する際、
媒体の後端と係合して当該媒体の引き込みを規制する規制手段と、
を備える記録装置において、
　前記制御手段は、記録実行指令を受けるステップと、
　前記媒体受けトレイの現在位置を判断するステップと、
　前記媒体受けトレイを前記第１の位置に切り換え、記録動作を開始するステップと、
　前記記録動作が終了後、前記媒体受けトレイに排出された媒体の後端が前記媒体受けト
レイの前記規制手段に当接した状態で、媒体のサイズ情報をもとに、媒体先端が前記媒体
受けトレイの先端から突出する位置、かつ、排出された媒体が落下しない位置に前記媒体
受けトレイを移動させるステップと、
を備えた記録装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録が行われて排出される媒体を受ける媒体受けトレイを備えた記録装置お
よび記録装置の制御方法に関する。

【背景技術】
【０００２】
　記録装置の一例としてのプリンターには、記録が実行されて排出される媒体（例えば、
記録用紙）を受ける排紙受けトレイ（排紙スタッカーなどと呼ばれることもあるが、以下
では「トレイ」と言うこととする）が設けられ、当該トレイに、記録の行われた記録用紙
が順次積重される様に構成されている。
【０００３】
　トレイは、非使用時には占有スペースを小さく、一方で使用時には記録用紙を受ける面
を広く展開できる様に、多段式に構成されたものが用いられる場合もある（例えば、特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－００１７０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで排出される用紙のサイズは種々のものがあり、用紙長が長いものは用紙先端が
トレイ先端から或る程度突出する為、この様な場合、ユーザーは用紙先端を容易に摘むこ
とができ、即ち用紙を比較的取りやすい。しかし、用紙長が短いものは用紙先端がトレイ
先端から突出しない為、トレイ上面に用紙が密着して取り難い場合があり、特にハガキな
どの剛性の高い小型サイズ用紙は撓み難いのでより一層取り難く、また無理に取ろうとす
ると用紙に曲がり癖を付けてしまう虞もある。加えて、用紙長の短いものは用紙先端がト
レイ先端から突出しない為、ユーザーはトレイ上に用紙が存在することに気づき難いとい
う欠点もある。
【０００６】
　加えて、モーターの動力によってトレイを記録装置の内部に収納する収納状態と、記録
装置から突出させる突出状態と、を切り換える様に構成する場合、排出された用紙がトレ
イに載ったまま当該トレイが装置内部に引き込まれると、用紙も一緒に装置内部に引き込
まれてしまい、用紙詰まりが生じる虞がある。
【０００７】
　そこで本発明はこの様な状況に鑑みなされたものであり、その目的は、トレイ上に排出
された用紙の取り易さをより一層向上させることにある。また本発明は更に、モーターの
動力によってトレイを動かす構成を採用する場合における、用紙の装置内への引き込みを
防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する為の、本発明の第１の態様に係る記録装置は、媒体に記録を行う記
録手段と、前記記録手段により記録の行われた媒体を排出する排出手段と、媒体排出方向
に突出した第１の位置と、媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第２の位置と、の
間で変位可能に設けられた、前記排出手段により排出される媒体を受ける媒体受けトレイ
と、前記媒体受けトレイを駆動する駆動手段と、排出される媒体の長さに応じて前記駆動
手段を制御する制御手段とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　本態様によれば、媒体受けトレイを駆動する駆動手段を制御する制御手段は、排出され
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る媒体の長さに応じて前記駆動手段を制御する、即ち媒体受けトレイの位置を調整するの
で、媒体長に拘わらず、媒体受けトレイからの媒体の取り易さが向上する。
【００１０】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記制御手段は、排出された媒体の先端
が前記媒体受けトレイの先端から所定量突出する様に前記駆動手段を制御することを特徴
とする。
【００１１】
　本態様によれば、前記制御手段は、排出された媒体の先端が前記媒体受けトレイの先端
から所定量突出する様に前記駆動手段を制御するので、ユーザーは媒体の先端を摘むこと
で媒体受けトレイから媒体を容易に取ることができる。加えて、媒体先端が媒体受けトレ
イの先端から突出することで、ユーザーが媒体受けトレイ上に媒体が存在することを容易
に把握することができる。
【００１２】
　本発明の第３の態様は、第１の態様において、前記制御手段は、排出された媒体の先端
が前記媒体受けトレイにおいて媒体を受ける媒体受け面から浮く位置となる様に前記駆動
手段を制御することを特徴とする。
【００１３】
　本態様によれば、前記制御手段は、排出された媒体の先端が前記媒体受けトレイにおい
て媒体を受ける媒体受け面から浮く位置となる様に前記駆動手段を制御するので、ユーザ
ーは媒体の先端を容易に摘むことができる。
【００１４】
　本発明の第４の態様は、第１から第３の態様のいずれかにおいて、前記制御手段は、少
なくとも前記排出手段による媒体の排出動作が完了する迄は前記媒体受けトレイを前記第
１の位置に保持し、前記排出動作が完了した後に、排出された媒体の長さに応じた位置に
前記媒体受けトレイを変位させることを特徴とする。
【００１５】
　本態様によれば、前記制御手段は、少なくとも前記排出手段による媒体の排出動作が完
了する迄は前記媒体受けトレイを前記第１の位置、即ち媒体排出方向に突出した位置に保
持するので、排出される媒体が媒体受けトレイから落下することを防止でき、つまり媒体
を確実に受けることができる。
【００１６】
　本発明の第５の態様に係る記録装置は、媒体に記録を行う記録手段と、前記記録手段に
より記録の行われた媒体を排出する排出手段と、媒体排出方向に突出した第１の位置と、
媒体排出方向に対し反対方向に引き込まれた第２の位置と、の間で変位可能に設けられた
、前記排出手段により排出される媒体を受ける媒体受けトレイと、前記媒体受けトレイを
駆動する駆動手段と、少なくとも前記排出手段による媒体の排出動作が完了する迄は前記
媒体受けトレイを前記第１の位置に保持し、前記排出動作が完了した後に、前記媒体受け
トレイを前記第１の位置から前記第２の位置へ切り換える様に前記駆動手段を制御する制
御手段とを備えたことを特徴とする。
【００１７】
　本態様によれば、媒体受けトレイを駆動する駆動手段を制御する制御手段は、媒体の排
出動作が完了した後に、媒体受けトレイを第１の位置、即ち突出側の位置から、第２の位
置、即ち引き込み側の位置へと切り換えるので、所定サイズの媒体にあってはその先端が
媒体受けトレイの先端から突出することとなり、媒体受けトレイからの媒体の取り易さが
向上する。
【００１８】
　本発明の第６の態様は、第５の態様のいずれかにおいて、前記制御手段は、媒体の長さ
が所定長さより短い場合には、前記排出動作が完了した後、前記媒体受けトレイを前記第
１の位置から前記第２の位置へ切り換えることなく前記第１の位置に保持することを特徴
とする。
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【００１９】
　本態様によれば、前記制御手段は、媒体の長さが所定長さより短い場合には、前記排出
動作が完了した後、前記媒体受けトレイを前記第１の位置から前記第２の位置へ切り換え
ることなく前記第１の位置に保持するので、媒体長さが長い場合に、媒体受けトレイを収
納位置に切り換えた際に当該媒体受けトレイから媒体が落下してしまうことを防止できる
。
【００２０】
　本発明の第７の態様は、第１から第６のいずれかにおいて、前記媒体受けトレイが前記
第１の位置から前記第２の位置に向かう方向に変位する際、媒体の後端と係合して当該媒
体の引き込みを規制する規制手段を備えることを特徴とする。
【００２１】
　本態様によれば、前記媒体受けトレイが前記第１の位置から前記第２の位置に向かう方
向に変位する際、即ち装置内部に引き込まれる方向に変位する際、媒体の後端と係合して
当該媒体の引き込みを規制する規制手段を備えるので、媒体受けトレイとともに媒体も一
緒に装置内部に引き込まれ、詰まりが生じることを防止できる。
【００２２】
　本発明の第８の態様は、第７の態様において、前記規制手段は、前記媒体受けトレイに
おいて媒体排出方向に沿って形成されるトレイ側リブと、前記媒体受けトレイが収容され
るトレイ収容部において前記トレイ側リブが入り込む凹溝と、を備えて構成されることを
特徴とする。
【００２３】
　本態様によれば、前記規制手段は、前記媒体受けトレイにおいて媒体排出方向に沿って
形成されるトレイ側リブと、前記媒体受けトレイが収容されるトレイ収容部において前記
トレイ側リブが入り込む凹溝と、を備えて構成されるので、前記規制手段を構造簡単にし
て低コストに構成できる。
【００２４】
　本発明の第９の態様は、第１から第８の態様のいずれかにおいて、前記媒体受けトレイ
において媒体排出方向下流側の、媒体排出方向と交差する方向の両サイドに、媒体を受け
る媒体受け面から高さ方向に隆起する隆起状部が形成され、前記隆起状部には、媒体排出
方向上流側に傾斜状案内面が形成されているとともに当該傾斜案内面に開口部が形成され
、所定幅より大きい幅の媒体の先端が前記傾斜状案内面を乗り越え、所定幅未満の媒体の
先端が前記開口部に入り込む構成を有することを特徴とする。
【００２５】
　本態様によれば、所定幅未満の媒体の場合には、その先端が前記開口部に入り込む構成
であるので、当該媒体は排出動作完了までほぼ直線的に排出されることとなり、ハガキや
名刺など剛性の高い傾向のある小型サイズの媒体に記録を行う際に媒体姿勢がほぼ直線に
保たれ、バックテンション（搬送負荷）の発生防止により良好な記録結果を得ることがで
きる。
【００２６】
　本発明の第１０の態様は、媒体に記録を行う記録手段と、前記記録手段により記録の行
われた媒体を排出する排出手段と、媒体排出方向に突出した第１の位置と、媒体排出方向
に対し反対方向に引き込まれた第２の位置と、の間で変位可能に設けられた、前記排出手
段により排出される媒体を受ける媒体受けトレイと、前記媒体受けトレイを駆動する駆動
手段と、前記駆動手段を制御する制御手段と、を備える記録装置において、前記制御手段
は、記録実行指令を受けるステップと、前記媒体受けトレイの現在位置を判断するステッ
プと、媒体のサイズ情報をもとに、媒体先端が前記媒体受けトレイの先端から所定量突出
する位置に前記媒体受けトレイを移動させ、記録動作を開始するステップと、を備えた記
録装置の制御方法である。
【００２７】
　本態様によれば、前記制御手段は、媒体のサイズ情報をもとに、媒体先端が前記媒体受
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けトレイの先端から所定量突出する位置に前記媒体受けトレイを移動させるので、媒体受
けトレイからの媒体の取り易さが向上する。
【００２８】
　本発明の第１１の態様は、媒体に記録を行う記録手段と、前記記録手段により記録の行
われた媒体を排出する排出手段と、媒体排出方向に突出した第１の位置と、媒体排出方向
に対し反対方向に引き込まれた第２の位置と、の間で変位可能に設けられた、前記排出手
段により排出される媒体を受ける媒体受けトレイと、前記媒体受けトレイを駆動する駆動
手段と、前記駆動手段を制御する制御手段と、を備える記録装置において、前記制御手段
は、記録実行指令を受けるステップと、前記媒体受けトレイの現在位置を判断するステッ
プと、前記媒体受けトレイを前記第１の位置に切り換え、記録動作を開始するステップと
、前記記録動作が終了後、媒体のサイズ情報をもとに、媒体先端が前記媒体受けトレイの
先端から所定量突出する位置に前記媒体受けトレイを移動させるステップとを備えた記録
装置の制御方法である。
【００２９】
　本態様によれば、前記制御手段は、記録動作が終了後、媒体のサイズ情報をもとに、媒
体先端が前記媒体受けトレイの先端から所定量突出する位置に前記媒体受けトレイを移動
させるので、媒体受けトレイからの媒体の取り易さが向上する。
【００３０】
　本発明の第１２の態様は、媒体に記録を行う記録手段と、前記記録手段により記録の行
われた媒体を排出する排出手段と、媒体排出方向に突出した第１の位置と、媒体排出方向
に対し反対方向に引き込まれた第２の位置と、の間で変位可能に設けられた、前記排出手
段により排出される媒体を受ける媒体受けトレイと、前記媒体受けトレイを駆動する駆動
手段と、前記駆動手段を制御する制御手段と、を備える記録装置において、前記制御手段
は、記録実行指令を受けるステップと、前記媒体受けトレイの現在位置を判断するステッ
プと、前記媒体受けトレイを前記第１の位置に切り換え、記録動作を開始するステップと
、前記記録動作が終了後、媒体のサイズ情報をもとに、媒体長さが所定長さ未満であるか
否かを判断し、前記媒体長さが所定長さ未満であれば、前記媒体受けトレイを前記第２の
位置に切り換えるステップとを備えた記録装置の制御方法である。
【００３１】
　本態様によれば、前記制御手段は、記録動作が終了後、媒体のサイズ情報をもとに、媒
体長さが所定長さ未満であるか否かを判断し、前記媒体長さが所定長さ未満であれば、前
記媒体受けトレイを前記第２の位置に切り換えるので、媒体受けトレイからの媒体の取り
易さが向上する。
　本発明の第１３の態様は、媒体に記録を行う記録手段と、前記記録手段により記録の行
われた媒体を排出する排出手段と、媒体排出方向に突出した第１の位置と、媒体排出方向
に対し反対方向に引き込まれた第２の位置と、の間で変位可能に設けられた、前記排出手
段により排出される媒体を受ける媒体受けトレイと、前記媒体受けトレイを駆動する駆動
手段と、少なくとも前記排出手段による媒体の排出動作が完了する迄は前記媒体受けトレ
イを前記第１の位置に保持し、前記排出動作が完了した後に、前記媒体受けトレイを前記
第１の位置から前記第２の位置へ切り換える様に前記駆動手段を制御する制御手段と、を
備えた記録装置である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係るプリンターの外観斜視図。
【図２】本発明に係るプリンターの外観斜視図。
【図３】本発明に係るプリンターの外観斜視図。
【図４】本発明に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図。
【図５】本発明に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図。
【図６】本発明に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図。
【図７】排紙受けトレイを駆動する駆動手段及び排紙受けトレイの斜視図。



(7) JP 6078971 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

【図８】装置本体を構成するフレームから排紙受けトレイが突出した状態を示す斜視図。
【図９】装置本体を構成するフレームと排紙受けトレイとの関係を示す断面斜視図。
【図１０】制御部が行う排紙受けトレイの位置制御の第１実施例を示すフローチャート。
【図１１】制御部が行う排紙受けトレイの位置制御の第２実施例を示すフローチャート。
【図１２】制御部が行う排紙受けトレイの位置制御の第３実施例を示すフローチャート。
【図１３】（Ａ）は排紙受けトレイが最突出位置にある状態で用紙を排出した状態を示す
図、（Ｂ）は排紙受けトレイが用紙サイズに応じて変位した状態で用紙が排出された際の
状態を示す図。
【図１４】（Ａ）は排紙受けトレイが最突出位置にある状態で用紙を排出した状態を示す
図、（Ｂ）は排紙受けトレイが用紙サイズに応じて変位した状態で用紙が排出された際の
状態を示す図。
【図１５】（Ａ）は排紙受けトレイが最突出位置にある状態で用紙を排出した状態を示す
図、（Ｂ）は（Ａ）の状態から排紙受けトレイが用紙サイズに応じて変位した状態を示す
図。
【図１６】（Ａ）は排紙受けトレイが最突出位置にある状態で用紙を排出した状態を示す
図、（Ｂ）は（Ａ）の状態から排紙受けトレイが収納位置に変位した状態を示す図。
【図１７】第２実施形態に係る排紙受けトレイの斜視図。
【図１８】第２実施形態に係る排紙受けトレイの正面図。
【図１９】（Ａ）は排紙受けトレイが最突出位置にある状態で用紙を排出した状態を示す
図、（Ｂ）は（Ａ）の状態から排紙受けトレイが収納位置に変位した状態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明するが、本発明は、以下説明する実施
形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々の変形が可能
であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであることを前提として、以下本発明の
一実施形態を説明するものとする。
【００３４】
　図１～図３は本発明に係る「記録装置」の一実施形態であるインクジェットプリンター
（以下「プリンター」と言う）１の外観斜視図、図４～図６はプリンター１の用紙搬送経
路を示す側断面図、図７は排紙受けトレイ８を駆動する駆動手段４２及び排紙受けトレイ
８の斜視図、図８はプリンター１の装置本体２を構成するフレーム３４から排紙受けトレ
イ８が突出した状態を示す斜視図、図９はフレーム３４と排紙受けトレイ８との関係を示
す断面斜視図である。
【００３５】
　また、図１０は制御部が４０行う排紙受けトレイ８の位置制御の第１実施例を示すフロ
ーチャート、図１１は制御部が４０行う排紙受けトレイ８の位置制御の第２実施例を示す
フローチャート、図１２は制御部が４０行う排紙受けトレイ８の位置制御の第３実施例を
示すフローチャートである。
【００３６】
　また、図１３（Ａ）は排紙受けトレイ８が最突出位置にある状態で用紙を排出した状態
を示す図、図１３（Ｂ）は排紙受けトレイ８が用紙サイズに応じて変位した状態で用紙が
排出された状態を示す図である。図１４（Ａ）は排紙受けトレイ８が最突出位置にある状
態で用紙を排出した状態を示す図、図１４（Ｂ）は排紙受けトレイ８が用紙サイズに応じ
て変位した状態で用紙が排出された状態を示す図である。
【００３７】
　更に、図１５（Ａ）は排紙受けトレイ８が最突出位置にある状態で用紙を排出した状態
を示す図、図１５（Ｂ）は図１５（Ａ）の状態から排紙受けトレイ８が用紙サイズに応じ
て変位した状態を示す図である。図１６（Ａ）は排紙受けトレイ８が最突出位置にある状
態で用紙を排出した状態を示す図、図１６（Ｂ）は図１６（Ａ）の状態から排紙受けトレ
イが収納位置に変位した状態を示す図である。
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【００３８】
　更に、図１７は第２実施形態に係る排紙受けトレイ８’の斜視図、図１８は同正面図、
図１９（Ａ）は排紙受けトレイ８が最突出位置にある状態で用紙を排出した状態を示す図
、図１９（Ｂ）は図１９（Ａ）の状態から排紙受けトレイが収納位置に変位した状態を示
す図である。　
　尚、各図において同一の構成や位置等を示すものには同一符号を付してあり、重複する
説明は適宜省略するものとする。
【００３９】
■■■１．プリンターの全体構成■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■　
　以下、図１～図７を参照しつつプリンター１の全体構成について概説する。プリンター
１は、媒体の一例としての記録用紙にインクジェット記録を行う装置本体（記録部）２の
上部にスキャナユニット３（図４～図６）を備えており、即ちインクジェット記録機能に
加えてスキャナ機能を備える複合機として構成されている。
【００４０】
　スキャナユニット３は、装置本体２に対して回動可能に設けられており、回動すること
により、閉じた状態（図１）と開いた状態（不図示）とをとり得る。　
　スキャナユニット３において上部のカバー４は開閉可能なカバーであり、当該カバー４
を開放することにより、スキャナユニット３の原稿台３ａ（図４～図６）が表れる様にな
っている。
【００４１】
　装置前面において符号５は、電源ボタンや各種印刷設定・記録実行を行う操作ボタン、
印刷設定内容や印刷画像のプレビュー表示などを行う表示部、等を備えて成る操作パネル
である。この操作パネル５はチルト可能に構成されており、図１は全閉状態を、図２は全
開状態を、図３は半開き状態を、それぞれ示している。図１～図３に示す様に操作パネル
５は、ユーザーが操作し易い角度に調整できる様になっている。尚、操作パネル５の開き
角は、図示しない角度保持手段により保持され、またボタン操作の為に閉方向の外力を受
けた場合であってもその角度が保持される様になっている。
【００４２】
　装置前面において符号５９は下段側トレイ５０に設けられた開閉可能なカバーであり、
図１はカバー５９が閉じた状態を、図２及び図３はカバー５９が開いた状態を、それぞれ
示している。そしてこのカバー５９を開くことにより、下段側トレイ５０、上段側トレイ
６０、排紙受けトレイ８、のこれらが露呈可能となり、下段側トレイ５０や上段側トレイ
６０の着脱作業や、排紙受けトレイ８のスライド動作が実行可能となる。
【００４３】
　媒体受けトレイとしての排紙受けトレイ８は、駆動手段４２（図７）によって装置本体
２に収納された収納位置（第２位置：図１、図２、図４）と、装置本体２の前方側に最も
突出した最突出位置（第１位置：図３、図５、図６）と、の間でスライド変位可能に設け
られている。そして装置本体２の前方側に突出することで、記録が行われて排出される記
録用紙を受けることができる。尚、排紙受けトレイ８は最突出位置以外の突出位置（最突
出位置よりも収納位置側に所定量引き込まれた位置）においても用紙を受ける場合がある
が、これについては後に詳説する。また、駆動手段４２についても後に詳しく説明する。
【００４４】
　下段側トレイ５０と、その上部に設けられる上段側トレイ６０は、複数枚の記録用紙を
収容可能であり、装置本体２に対して着脱可能となっている。尚、図４～図６において符
号３４ａは、下段側トレイ５０及び上段側トレイ６０の収容領域と排紙受けトレイ８の収
容領域とを仕切る仕切板であり、この仕切板３４ａは、装置本体２の基体を構成するフレ
ーム３４の一部を構成している。
【００４５】
　続いて、装置本体２の後方上部において符号６は開閉可能な手差しカバーであり、この
手差しカバー６を開くことにより、手差しトレイ７（図４～図６）を利用した記録用紙の
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手差しでの給紙が行える様になっている。
【００４６】
　続いて、主として図４～図６を参照しつつプリンター１の用紙搬送経路について説明す
る。本実施形態に係るプリンター１は、装置底部に下段側トレイ５０及び上段側トレイ６
０を備え、当該下段側トレイ５０或いは上段側トレイ６０から記録用紙を１枚ずつ給送す
る。
【００４７】
　上段側トレイ６０は、給送可能位置（図６）と退避位置(図４、図５）との間をスライ
ド変位可能に設けられており、そして図示しないモーターの動力を受けて、給送可能位置
（図６）と退避位置(図４、図５）との間を変位する様に構成されている。
【００４８】
　尚、図４～図６においては、下段側トレイ５０に収容される用紙を符号Ｐ１で、上段側
トレイ６０に収容される用紙を符号Ｐ２で、それぞれ示している（以下、特に区別する必
要がない場合は「用紙Ｐ」と言う）。また、下段側トレイ５０から送り出される用紙Ｐ１
の通過軌跡を破線Ｔ１で、上段側トレイ６０から送り出される用紙Ｐ２の通過軌跡を破線
Ｔ２で、それぞれ示している。
【００４９】
　図示しないモーターによって回転駆動される給送ローラー（ピックアップローラーとも
呼ばれる）１０は、回動軸１２を中心に揺動する揺動部材１１に設けられており、上段側
トレイ６０が最も装置前方側（図４～図６において右方向：上段側トレイ６０の引き抜き
方向側）にスライドした状態、即ち上段側トレイ６０が退避位置にあるときは（図４、図
５の状態）、下段側トレイ５０に収容された用紙Ｐ１の最上位のものと接して回転するこ
とにより、当該最上位の用紙Ｐ１を下段側トレイ５０から送り出す。
【００５０】
　また上段側トレイ６０が最も装置後方側（図４～図６において左方向：上段側トレイ６
０の装着方向側であり、用紙送り出し方向側でもある）にスライドした突き当たり位置に
あるとき、即ち上段側トレイ６０の給送可能位置では（図６の状態）、給送ローラー１０
が上段側トレイ６０に収容された用紙Ｐ２の最上位のものと接して回転することにより、
当該最上位の用紙Ｐ２を上段側トレイ６０から送り出す。
【００５１】
　尚、本実施形態では回動軸１２は揺動部材１１の揺動軸を構成するとともに、図示しな
いモーターの動力を受けて回転することで、図示を省略する歯車輪列を介して回動軸１２
から給送ローラー１０へと動力が伝達される様になっている。また本実施形態において揺
動部材１１と給送ローラー１０は、用紙Ｐを給送する給送手段９を構成する。
【００５２】
　続いて装置本体２において下段側トレイ５０及び上段側トレイ６０の先端と対向する位
置には、分離斜面１６が設けられており、下段側トレイ５０或いは上段側トレイ６０から
送り出される用紙Ｐは、その先端が分離斜面１６に接しながら下流側に進むことで、給送
されるべき最上位の用紙Ｐと次位以降の用紙Ｐとの分離が行われる。
【００５３】
　分離手段１４の先には、図示しないモーターによって回転駆動される中間ローラー１７
が設けられており、この中間ローラー１７によって用紙Ｐは湾曲反転させられ、装置前方
側へと向かう。尚、符号１９、２０、２１は従動回転可能な従動ローラーであり、少なく
とも用紙Ｐは、従動ローラー１９と中間ローラー１７とによってニップされ、また従動ロ
ーラー２０と中間ローラー１７とによってニップされて、下流側へと送られる。
【００５４】
　中間ローラー１７の先には、図示しないモーターによって回転駆動される搬送駆動ロー
ラー２４と、該搬送駆動ローラー２４に接して従動回転する搬送従動ローラー２５とが設
けられており、これらローラーによって用紙Ｐが記録ヘッド３０の下へと送られる。
【００５５】
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　続いてインクを吐出する記録ヘッド３０はキャリッジ２９の底部に設けられ、当該キャ
リッジ２９は図示しないモーターによって主走査方向（図４～図６の紙面表裏方向）に往
復動する様に駆動される。
【００５６】
　記録ヘッド３０と対向する位置には支持部材２８が設けられ、当該支持部材２８によっ
て、用紙Ｐと記録ヘッド３０との間の間隔が規定される。そして支持部材２８の下流側に
は、図示しないモーターによって回転駆動される排出駆動ローラー３１と、当該排出駆動
ローラー３１に接して従動回転する排出従動ローラー３２とを備えた排出手段が設けられ
ている。記録ヘッド３０によって記録の行われた用紙Ｐは、これらローラーにより、上述
した排紙受けトレイ８へ向けて排出される。
【００５７】
■■■２．排紙受けトレイ８の詳細■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■　
　以上がプリンター１の全体構成であり、以下、媒体受けトレイとしての排紙受けトレイ
８について更に詳説する。　
　図７において排紙受けトレイ８は、本実施形態では用紙を受ける用紙受け面８ａの全領
域が一の部材により形成されており、即ち多段式（引き出し式）ではなく一段式のトレイ
として構成されている。より具体的には、本実施形態では排紙受けトレイ８の全体が樹脂
材料によって一体的に形成されている。これにより排紙受けトレイとして全体的な剛性の
向上が図られているとともに、構造の簡素化により低コスト化が図られている。
【００５８】
　排紙受けトレイ８は、その側端部（用紙排出方向と交差する方向（用紙幅方向）の端部
）８ｅが、装置本体２の基体を構成するフレーム３４（図８）に対してスライド可能に支
持されている。この排紙トレイ８の両端部（用紙排出方向と交差する方向の両端部）には
用紙排出方向に沿ってラック部８ｆが形成されている。
【００５９】
　ラック部８ｆはラック＆ピニオン機構を構成するラックであり、駆動手段４２を構成す
るピニオン歯車４４が噛合している。ピニオン歯車４４は回転軸４５の軸線方向に所定間
隔を空けて２つ設けられており、この回転軸４５は駆動手段４２を構成する歯車輪列４６
を介してモーター４３の動力を受け、従ってモーター４５の回転によって排紙受けトレイ
８が変位（スライド）動作する様になっている。尚、本実施形態ではラック部８ｆは両端
部に形成されているが、いずれか一端側にのみ形成されていても良い。
【００６０】
　駆動手段４２を構成するモーター４５は制御部４０により制御され、従って排紙受けト
レイ８は制御部４０の制御のもと、収納位置（第２位置：図１、図２、図４）と最突出位
置（第１位置：図３、図５、図６）との間を変位する。また、制御部４０はトレイ位置検
出手段４１から受信する信号に基づき、排紙受けトレイ８が現在どの位置にあるかを把握
することが可能となっている。
【００６１】
　尚、本実施形態に係るトレイ位置検出手段４１は、排紙受けトレイ８が最突出位置にあ
るのか、或いは収納位置にあるのか、或いはそのいずれの位置にもないか、の３状態のい
ずれかを示す信号を制御部４０に返す。このトレイ位置検出手段４１は、排紙受けトレイ
８と接触する接触式のセンサーであっても、光学式などの排紙受けトレイ８と接触しない
非接触式のセンサーであっても、いずれでも良い。また、トレイ位置検出手段４１を、モ
ーター４５の回転量を検出するロータリーエンコーダにより構成しても良いし、上述の接
触式或いは非接触式のポジションセンサーと上記ロータリーエンコーダを組み合わせても
良い。制御部４０は、トレイ位置検出手段４１による排紙受けトレイ８の位置検出情報、
モーター４５の回転方向、回転量をもとにして、排紙受けトレイ８の位置を収納位置と最
突出位置との間で調整することができる。
【００６２】
　次に排紙受けトレイ８において用紙受け面８ａの下流側両サイドには、用紙両端部（用
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紙排出方向と交差する方向（用紙幅方向）における両端部）が乗り上がる隆起状部８ｄが
形成されている。この隆起状部８ｄに両端部が乗り上がるサイズの用紙については、用紙
先端が乗り上がることで排紙受けトレイ８からの落下が防止させる。また、用紙両端が乗
り上がることにより、用紙にはカールが形成される。これにより、用紙先端が排紙受けト
レイ８の先端からはみ出して垂れ下がり、ひいては落下してしまうことを防止することが
できる。尚、隆起状部８ｄの上流側には、傾斜状案内面８ｃが形成されており、用紙先端
が隆起状部８ｄに引っ掛かることなく円滑に隆起状部８ｄを乗り越えられる様になってい
る。
【００６３】
　一方、両端部が隆起状部８ｄに乗り上がらない幅をもつ用紙については、殆どの場合用
紙先端が排紙受けトレイ８の先端から突出することはないので、排紙受けトレイ８から落
下する虞はない。しかも、用紙受け面８ａの中央領域下流には傾斜状案内面８ｂが形成さ
れているので、両端部が隆起状部８ｄに乗り上がらない幅をもつ用紙については、傾斜状
案内面８ｂによって排紙受けトレイ８からの落下が防止される。
【００６４】
　次に、図８及び図９を参照しつつ、排紙受けトレイ８に排出された用紙の引き込みを規
制する規制手段について説明する。上述した様に排紙受けトレイ８はモーター４３の動力
によって進退動作する為、例えば最突出位置から収納位置に変位する際にトレイ上に用紙
が載ったままであると、この用紙が排紙受けトレイ８とともに装置内に引き込まれ、詰ま
ってしまう虞がある。そこで本実施形態では、排紙受けトレイ８が最突出位置から収納位
置に向かう方向に変位する際、用紙後端と係合して当該用紙の引き込みを規制する規制手
段を備えている。
【００６５】
　この規制手段は、排紙受けトレイ８において用紙排出方向に沿って形成されたトレイ側
リブ８ｇと、排紙受けトレイ８が収容されるトレイ収容部を構成するフレーム３４に形成
された、トレイ側リブ８ｇが入り込む凹溝３４ｃと、によって構成されている（図９）。
即ち、トレイ側リブ８ｇは用紙受け面８ａから突出する様に形成されており、そして用紙
幅方向に適宜の間隔で複数設けられている。
【００６６】
　凹溝３４ｃはフレーム３４においてトレイ側リブ８ｇに対応する位置に設けられ、複数
のトレイ側リブ８ｇと複数の凹溝３４ｃとが互い違いに入り込んで櫛歯構造を構成してい
る。尚、符号３４ｂは、２つのトレイ側リブ８ｇの間に入り込む凸部を示している。
【００６７】
　この様な櫛歯構造により、仮に排紙受けトレイ８上に用紙が載置されたまま当該排紙受
けトレイ８がフレーム３４内に引き込まれても、排紙受けトレイ８上の用紙後端は櫛歯構
造（具体的には凸部３４ｂ）に当接し、フレーム３４内への入り込みが規制されることと
なる。
【００６８】
■■■排紙受けトレイ位置制御の第１実施例■■■　
　続いて制御部４０による排紙受けトレイ８の制御について図１０を参照しつつ説明する
。図１０において制御部４０が印刷実行指令を受けると（ステップＳ１０１）、排紙受け
トレイ８の現在位置を判断し（ステップＳ１０２）、収納位置又は最突出位置のいずれか
にあれば、用紙サイズ情報をもとに、用紙先端が排紙受けトレイ８の先端から所定量突出
する位置に排紙受けトレイ８を移動させ（ステップＳ１０３）、そして印刷動作を開始す
る（ステップＳ１０４）。
【００６９】
　これにより、図１３（Ｂ）に示した様に用紙先端が排紙受けトレイ８の先端から所定量
突出し、用紙が取り出し易くなる。尚、図１３（Ａ）は比較の為、排紙受けトレイ８を最
突出位置に保持したまま用紙を排出した場合の用紙の状態を示している。図１３（Ａ）と
図１３（Ｂ）との対比から明かな様に、用紙先端が排紙受けトレイ８の先端から所定量突
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出している状態では、用紙を取り易い（用紙先端を容易に摘むことができる）。尚、図１
３において位置Ｙ１は、排紙受けトレイ８が最突出位置にある際の当該排紙受けトレイ８
の先端位置である。
【００７０】
　尚、排紙受けトレイ８の現在位置を判断した結果、排紙受けトレイ８が収納位置及び最
突出位置のいずれにもなければ、排紙受けトレイ８の位置検出動作を実行する（ステップ
Ｓ１０５）。この位置検出動作は、例えば排紙受けトレイ８が収納位置に変位する方向に
モーター４３を回転させ、トレイ位置検出手段４１によって排紙受けトレイ８が収納位置
にあることを検出する動作である。尚、排紙受けトレイ８が最突出位置に変位する方向に
モーター４３を回転させ、トレイ位置検出手段４１によって排紙受けトレイ８が最突出位
置にあることを検出する様にしても良い。
【００７１】
　本実施例では、制御部４０は受信した用紙サイズ情報に基づき、用紙先端が排紙受けト
レイ８の先端から所定量突出する位置へ排紙受けトレイ８を変位させたが、用紙の取り出
し性を考慮した場合、必ずしも用紙先端を排紙受けトレイ８の先端から突出させる必要は
ない。例えば、本実施形態ではトレイ先端部に傾斜状案内面８ｂ、８ｃが形成されている
ので、用紙先端が排紙受けトレイ８の先端から突出していなくても、用紙先端が傾斜状案
内面８ｂ、８ｃの上に乗り上がり、用紙先端と排紙受けトレイ８との間に所定の隙間が形
成されれば、当該隙間に手指を差し入れて、容易に用紙を取ることができる。図１４（Ｂ
）はその様な状態を示したものである。尚、図１４（Ａ）は図１３（Ａ）と同様に、比較
の為に排紙受けトレイ８を最突出位置に保持したまま用紙を排出した場合の用紙の状態を
示したものである。
【００７２】
　以上説明した様に、本実施例によれば、排紙受けトレイ８の位置を制御する制御部４０
は、排出される用紙の長さに応じて排紙受けトレイ８の位置を切り換えるので、排紙受け
トレイ８からの用紙の取り易さが向上する。本実施例において具体的には、排出された用
紙の先端が排紙受けトレイ８から所定量突出する様に排紙受けトレイ８（駆動手段４２）
を制御するので、用紙先端を摘むことで排紙受けトレイ８から用紙を容易に取ることがで
きる。
【００７３】
■■■排紙受けトレイ位置制御の第２実施例■■■　
　次に、排紙受けトレイ８の制御の第２実施例を、図１１を参照しつつ説明する。この実
施例では、制御部４０は印刷実行指令を受けると（ステップＳ２０１）、排紙受けトレイ
８の現在位置を判断し（ステップＳ２０２）、排紙受けトレイ８が最突出位置にあれば、
印刷動作を開始する（ステップＳ２０３）。これにより、排紙受けトレイ８が最大限突出
した状態で用紙が排出されるので、排出された用紙が排紙受けトレイ８から落下せず、確
実に用紙を受けることができる。このときの状態を、図１５（Ａ）に示す。
【００７４】
　印刷動作が終了（より具体的には用紙排出動作が完了）した場合には（ステップＳ２０
４においてYes）、用紙サイズ情報をもとに、用紙先端が排紙受けトレイ８の先端から所
定量突出する位置に排紙受けトレイ８を移動させる（ステップＳ２０５）。これにより、
図１５（Ａ）から図１５（Ｂ）への変化に示す様に、用紙先端が排紙受けトレイ８の先端
から所定量（δ）突出し、用紙が取り出し易くなる。
【００７５】
　ここで、図１５において位置Ｙ０は上述した櫛歯構造を構成する凸部３４ｂ（図９）の
位置であり、即ち排紙受けトレイ８に用紙が載ったまま当該排紙受けトレイ８が収納位置
に変位した際に、用紙後端がフレーム３４に当接する位置である。また位置Ｙｋは排出さ
れた用紙の後端位置であり、この位置Ｙｋは排出駆動ローラー３１の回転速度や、用紙の
材質、用紙サイズなどにより変化するものであり、予め使用が想定される用紙を用いて実
験的に求めることができる。また位置Ｙｓは用紙先端位置であり、用紙長Ｌｐによって変
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化する位置である。また位置Ｙ２は、収納位置にある際の排紙受けトレイ８の先端位置で
ある。
【００７６】
　排紙受けトレイ８に用紙が排出された後、当該排紙受けトレイ８を収納位置に向けて変
位させると、用紙後端がフレーム３４の凸部３４ｂに当接するまでは、用紙は排紙受けト
レイ８とともに引き込まれる。用紙後端がフレーム３４の凸部３４ｂに当接するまでの排
紙受けトレイ８の変位量は、Ｙｋ－Ｙ０となる。用紙後端がフレーム３４の凸部３４ｂに
当接すると、それ以降は用紙は引き込まれず、排紙受けトレイ８のみが引き込まれる。概
ね、Ｙ１－Ｙｓだけ変位したとき、用紙先端と排紙受けトレイ８先端との位置が一致する
。この状態から更に、排紙受けトレイ８をδだけ引き込めば、用紙先端は、排紙受けトレ
イ８の先端からδだけ突出することとなる。
【００７７】
　図１１に戻り、ステップＳ２０２において、排紙受けトレイ８が最突出位置に無い場合
には、排紙受けトレイ８が最突出位置に変位する方向にモーター４３を回転させ、排紙受
けトレイ８を最突出位置に切り換える（ステップＳ２０６）。以降は、上述したステップ
Ｓ２０３以降と同様である。
【００７８】
　以上説明した様に、本実施例によれば、排紙受けトレイ８の位置を制御する制御部４０
は、少なくとも排出駆動ローラー３１及び排出従動ローラー３２による用紙排出動作が完
了する迄は排紙受けトレイ８を最突出位置に保持するので、排出される用紙が排紙受けト
レイ８から落下することを防止でき、つまり用紙を確実に受けることができる。そして、
排出動作が完了した後に、排出される用紙の長さに応じて排紙受けトレイ８の位置を切り
換えるので、排紙受けトレイ８から用紙を容易に取ることができる。
【００７９】
■■■排紙受けトレイ位置制御の第３実施例■■■　
　次に、排紙受けトレイ８の制御の第３実施例を、図１２を参照しつつ説明する。この実
施例では、制御部４０は印刷実行指令を受けると（ステップＳ３０１）、排紙受けトレイ
８の現在位置を判断し（ステップＳ３０２）、排紙受けトレイ８が最突出位置にあれば、
印刷動作を開始する（ステップＳ３０３）。これにより、図１６（Ａ）に示した様に排紙
受けトレイ８が最大限突出した状態で用紙が排出されるので、排出された用紙が排紙受け
トレイ８から落下せず、確実に用紙を受けることができる。
【００８０】
　印刷動作が終了（より具体的には用紙排出動作が完了）した場合には（ステップＳ３０
４においてYes）、用紙サイズ情報をもとに、用紙長さがＬ１未満であるか否かを判断し
（ステップＳ３０５）、用紙長さがＬ１未満であれば（ステップＳ３０５においてYes）
、排紙受けトレイ８を収納位置に切り換える（ステップＳ３０６）。ここで、用紙長さが
Ｌ１未満の場合とは、排紙受けトレイ８を収納位置に切り換えた際に、一例として用紙全
長の１／３を超えて用紙先端が排紙受けトレイ８の先端から突出しない様な長さであり（
図１６においてδが[Ｌｐ／３]を超えない）、即ち排紙受けトレイ８を収納位置に切り換
えても排紙受けトレイ８から落下しない様な用紙長である。但し、Ｌ１は[Ｌｐ／３]に限
られず、その値は適宜調整することができる。
【００８１】
　以上により、用紙先端が排紙受けトレイ８の先端から所定量突出し（図１６（Ｂ））、
用紙が取り出し易くなる。また、用紙長さをもとにして排紙受けトレイ８を最突出位置に
維持するか或いは収納位置に切り換えるかの単純な制御となるので、制御部４０による制
御が簡単なものとなる。
【００８２】
　尚、ステップＳ３０２において、排紙受けトレイ８が収納位置或いは最突出位置に無い
場合には、排紙受けトレイ８が最突出位置に変位する方向にモーター４３を回転させ、排
紙受けトレイ８を最突出位置に切り換える（ステップＳ３０７）。以降は、上述したステ
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ップＳ３０３以降と同様である。
【００８３】
　以上説明した様に、本実施例によれば、排紙受けトレイ８の位置を制御する制御部４０
は、少なくとも排出駆動ローラー３１及び排出従動ローラー３２による用紙排出動作が完
了する迄は排紙受けトレイ８を最突出位置に保持するので、排出される用紙が排紙受けト
レイ８から落下することを防止でき、つまり用紙を確実に受けることができる。
【００８４】
　そして、排出動作が完了した後に、排紙受けトレイ８を収納位置に切り換えるので、こ
れにより用紙先端が排紙受けトレイ８の先端から突出し、排紙受けトレイ８から用紙を容
易に取ることができる。またこのとき、用紙長さが所定長さより短い場合には、排紙受け
トレイ８を収納位置に切り換えずに最突出位置に保持するので、用紙長さが長い場合に、
排紙受けトレイ８を収納位置に切り換えた際に当該排紙受けトレイ８から用紙が落下して
しまうことを防止できる。
【００８５】
■■■排紙受けトレイ他の実施形態■■■　
　続いて図１７～図１９を参照しつつ、排紙受けトレイの他の実施形態について説明する
。図１７～図１９に示す排紙受けトレイ８’は、傾斜状案内面８ｂに、開口部８ｈが形成
されている。この開口部８ｈは、排紙受けトレイ８’の幅方向においてほぼ中央部に、幅
Ｗで形成されており、排出される用紙幅がＷより小さい場合には、用紙先端が傾斜状案内
面８ｂ、８ｃに乗り上がらずに、開口部８ｈからそのまま直線的に排出される様になって
いる。
【００８６】
　この様な排紙受けトレイ８’を用いた場合の制御部４０の制御は、例えば上述した第３
実施例を利用できる。即ち、用紙排出動作が完了するまでは排紙受けトレイ８’を最突出
位置に保持し（図１９（Ａ））、用紙排出動作が完了した後に、用紙サイズに応じて（用
紙サイズが所定サイズより短い場合には）排紙受けトレイ８’を収納位置に切り換える（
図１９（Ｂ））。これにより用紙先端が排紙受けトレイ８’の先端から突出し、用紙を取
り易くなる。
【００８７】
　尚、用紙サイズが所定サイズより短い場合には、印刷開始前（用紙排出前）に予め排紙
受けトレイ８’を収納位置に切り換えておいても良い。　
　以上の様に本実施形態によれば、所定幅未満の用紙の場合には、その先端が開口部８ｈ
に入り込む構成であるので、当該用紙は排出動作完了までほぼ直線的に排出されることと
なり、ハガキや名刺など剛性の高い傾向のある小型サイズの用紙に記録を行う際に用紙姿
勢が湾曲することなくほぼ直線状に保たれ、バックテンション（搬送負荷）の発生防止に
より良好な記録結果を得ることが可能となる。
【００８８】
　また、小型サイズの用紙の場合には、例えば排紙受けトレイ８’を収納位置に保持した
ままで用紙が排出できるので、予め排紙受けトレイ８’を最突出位置に切り換える必要が
なく、スループットの向上が図れる。
【符号の説明】
【００８９】
１　インクジェットプリンター、２　記録部（装置本体）、３　スキャナ部、４　原稿カ
バー、５　操作パネル、６　手差しカバー、７　手差しトレイ、８　排紙受けトレイ、８
ａ　用紙支持面、８ｂ　傾斜状案内面、８ｃ　傾斜状案内面、８ｄ　隆起状部、８ｅ　端
部、８ｆ　ラック部、８ｇ　トレイ側リブ、８ｈ　開口部、９　給送手段、１０　給送ロ
ーラー、１１　揺動部材、１２　回動軸、１６　分離斜面、１７　中間ローラー、１８～
２１　従動ローラー、２４　搬送駆動ローラー、２５　搬送従動ローラー、２８　支持部
材、２９　キャリッジ、３０　記録ヘッド、３１　排出駆動ローラー、３２　排出従動ロ
ーラー、３４　フレーム、３４ａ　仕切板、３４ｂ　凸部、３４ｃ　凹溝、４０　制御部
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、４１　トレイ位置検出手段、４２　駆動手段、４３　モーター、４４　ピニオン歯車、
４５　回転軸、４６　歯車輪列、５０　下段側トレイ、５９　カバー、６０　上段側トレ
イ、Ｐ、Ｐ１、Ｐ２　記録用紙
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(16) JP 6078971 B2 2017.2.15

【図３】 【図４】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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